
船舶事故調査報告書 

令和５年９月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１１月１８日 ０７時００分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市垂水
た る み

漁港南西方沖 

 播磨垂水港南防波堤西灯台から真方位２２４°１,３８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.９′ 東経１３５°０２.１′） 

事故の概要  遊漁船第十二大雄
だいゆう

丸は、東進中、また、プレジャーボートサンライ

ズは、船首を西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１２月７日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 第十二大雄丸、１０トン 

   ＨＧ２－５７３１（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９３－３２８５１号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート サンライズ、２.４トン 

   ２７０－４５６１９兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部ガンネルに亀裂、バウレールに曲損及びスパンカーの

留め具に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 低潮時 

太陽の高度及び方位：高度 ３.９°、方位 １１６.３° 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、釣り客１０人を乗せ、

明石海峡大橋の橋脚付近で遊漁を開始した。 

 船長Ａは、明石海峡大橋東方沖の釣り場へ移動することとし、操舵

室右舷側の椅子に腰を掛けてＡ船を約５ノットの対地速力で東進させ

た。 

 船長Ａは、太陽光の海面反射で正船首よりやや右舷方が見えにくか

ったが、そのうちサングラスを着用しようと思い、魚群探知機で探索

を行いながら操船を続けた。 

 船長Ａは、他船からの汽笛が聞こえた直後、操舵室の左舷方にいた

釣り客が同室側壁を叩いたので、左舷方を見たが他船は見当たらず、

続いて右舷方を見たところ、至近にＢ船を認めて左舵を取ったが、衝

撃を感じて、Ａ船とＢ船が衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、流し釣りをする目的で明石海峡



大橋東方沖において船首を西方に向けて船外機を中立運転とし、漂泊

を開始した。 

 船長Ｂは、右舷方を向いて立った姿勢で釣りを行い、魚が掛かった

ので魚を取り込んだ後、潮上りをしようと船首方を向いたところ、Ｂ

船に向かって接近してくるＡ船を認めた。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船の手前で漂泊を始めて流し釣りをすると思

い、Ａ船が停船してから潮上りを開始しようと漂泊を続けた。 

 船長Ｂは、その後、Ａ船が停船しないので危険を感じて汽笛を鳴ら

したが、更に接近するので船外機を後進に掛けた直後、Ｂ船とＡ船と

が衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船の釣り具に接触しながら右舷方を通過した後

に船尾方で停船したのを見て、１１８番通報を行った。 

分析  Ａ船は、東進中、太陽光の海面反射で正船首よりやや右舷方が見え

にくい状況下、船長Ａが、魚群探索を行いながら操船を続けたことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、船首を西方に向けて漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向かって接

近してくるＡ船を認めた際、Ｂ船の手前で漂泊を始めて流し釣りをす

ると思い、Ａ船が停船してから潮上りを開始しようと漂泊を続けたこ

とから、停船しないＡ船に危険を感じて汽笛を鳴らし、船外機を後進

としたが、避けることができず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が東進中、Ｂ船が船首を西方に向けて漂泊中、船長

Ａが、太陽光の海面反射で正船首よりやや右舷方が見えにくい状況

下、魚群探索を行いながら操船を続け、また、船長Ｂが、Ａ船が停船

してから潮上りを開始しようと漂泊を続けたため、両船が衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、海面反射により見張りに支障があると感じた場合、魚群

探索に意識を向けず、他船を見落とすことがないようサングラス

を着用するなどして適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、漂泊中、接近する他船を認めた場合、他船が自船に気付

いていない可能性があるので、余裕のある時機に注意喚起を行

い、早めに衝突を避ける措置を採ること。 

 


